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非
営
利
活
動
促
進
法
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平
成
十
年
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律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
弘
前
Ｊ
ス
ポ
ー
ツ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

三

代
表
者
の
氏
名

黒
部

能
史

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
石
川
字
村
元
九
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
弘
前
市
を
中
心
と
し
た
地
域
に
プ
ロ
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
を
作
り
、
こ
れ
を
軸
と

し
て
公
益
性
の
高
い
世
界
に
誇
れ
る
、
安
全
で
快
適
な
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
確
立
を
目
指
し
、
ス
ポ
ー

ツ
文
化
都
市
と
し
て
発
展
さ
せ
る
事
業
を
行
い
、
明
る
い
豊
か
な
地
域
社
会
作
り
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
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業
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取
消
し
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法
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四
年
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律
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お
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五
第
一
項
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規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
稲
川
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

長
谷
川

清
久

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
廻
堰
字
稲
川
三
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
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二
三)

第
三
九
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
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工
、
石
、
管
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
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、
ほ
装
、
造
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水
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工
事
業

に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
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取
消
し
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原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
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の
規
定
に
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る
。
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建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
稲
川
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

長
谷
川

清
久

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
廻
堰
字
稲
川
三
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
二
三)

第
三
九
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
建
築
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

選
挙
管
理
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員
会

青
森
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選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び

三
分
の
一
の
数

(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

を
、
地
方
自

治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
五
項
並
び
に
こ
れ
を
準
用
す
る
同
法
第

七
十
五
条
第
五
項
、
第
七
十
六
条
第
四
項
、
第
八
十
条
第
四
項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十

六
条
第
四
項

(

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十

二
号)

第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

二
三
、
〇
三
〇

人

二

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

(

そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に

三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

二
五
八
、
五
八
二

人

三

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

(

そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に

三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

東
津
軽
郡
選
挙
区

七
、
七
九
八

人

西
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
二
五
三

人

南
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
七
七
〇

人

北
津
軽
郡
選
挙
区

八
、
二
四
七

人

上
北
郡
選
挙
区

二
八
、
六
一
八

人

三
戸
郡
選
挙
区

二
一
、
二
六
四

人

青
森
市
選
挙
区

八
三
、
三
二
二

人

弘
前
市
選
挙
区

五
〇
、
八
八
八

人

八
戸
市
選
挙
区

六
五
、
四
九
六

人

黒
石
市
選
挙
区

一
〇
、
〇
八
五

人

五
所
川
原
市
選
挙
区

二
〇
、
四
六
六

人

十
和
田
市
選
挙
区

一
七
、
九
五
七

人

三
沢
市
選
挙
区

一
一
、
一
二
六

人

む
つ
市
選
挙
区

二
二
、
六
〇
六

人

つ
が
る
市
選
挙
区

一
〇
、
二
九
五

人

平
川
市
選
挙
区

一
二
、
六
四
三

人
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号
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銭
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